
市川市工事検査要綱 
 

市川市建設工事検査要綱（昭和４９年８月１日）の全部を改正する。  
（趣旨）  
第１条 この要綱は、本市が工事請負契約を締結して発注した請負工事（以下「工

事」という。）に関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第

１項の規定に基づき行う検査（以下「検査」という。）を適正かつ効率的に執行す

るため、法令又は市川市財務規則（昭和６０年規則第４号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  
⑴工事担当課 工事を担当する課、室、所等をいう。  

⑵工事担当課長 工事担当課の長をいう。  
⑶担当責任者 工事担当課長の命令を受けて工事に関する事務を所掌する者をい

う。  
（検査の対象）  

第３条 この要綱による検査は、全ての工事を対象として行うものとする。  
（検査職員等の区分）  
第４条 検査職員等（規則第１２３条第２項に規定する検査職員等をいう。以下同

じ。）は、次の各号に掲げる検査職員等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。  

⑴検査職員 技術管理課の職員で、技術管理課長から工事の検査を命じられたも

の  
⑵臨時検査職員 特に専門的な知識又は技能を必要とし、検査職員によって検査

を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる工事の検査を市長から

委託されて行う者 

（検査の区分）  
第５条 検査は、その目的に応じて、次に掲げる検査に区分するものとする。  

⑴完成検査  工事が完成したときに行う検査  

 ⑵出来形検査 工事施工途中の出来形に応じ、請負代金の一部を支払う必要があ

る場合において行う検査  
⑶中間検査 工事が完成したときに行う検査によっては検査し難い部分がある場

合において工事施工途中に行う検査  

（資料の送付）  
第６条 工事担当課長は、工事請負契約（当該契約を変更する契約を含む。）を締結

したときは、次に掲げる書類を、速やかに、技術管理課長に提出しなければなら

ない。  



⑴工事請負契約書及び工事請負契約約款の写し      

 ⑵工事設計図書、工事仕様書及び特記仕様書  
⑶請負者の作成した工事工程表  
⑷その他技術管理課長が指定する書類 

（検査の手続き）  

第７条 工事担当課長は、次の各号に揚げる検査の区分に応じ、当該各号に定める

事由が生じたときは、速やかに技術管理課長に検査の実施を依頼しなければなら

ない。  
⑴完成検査  請負者から工事の完成届の提出があったとき。  

⑵出来形検査 請負者から工事の出来形申請があった場合において、検査を実施

する必要があると認めたとき。  
⑶中間検査  工事の施工途中において、一部完成を確認する必要があると認め

たとき。 

２ 工事担当課長は、完成検査を依頼するときは工事完成検査依頼書（様式第１号）

を、出来形検査を依頼するときは工事出来形検査依頼書（様式第２号）を、中間検

査を依頼するときは中間検査依頼書（様式第３号）を技術管理課長に提出しなけれ

ばならない。  

３ 技術管理課長は、前項の規定による検査依頼書の提出を受けたときは、速やか

に検査職員等を選任し、検査日時を指定するとともに、その旨を工事完成検査実施

通知書（様式第４号）、工事出来形検査実施通知書（様式第５号）又は中間検査実

施通知書（様式第６号）により、当該工事担当課長に通知するものとする。  

４ 前項の検査日時は、完成検査にあっては請負者が工事の完成届を提出した日か

ら、出来形検査にあっては請負者が工事の出来形申請をした日から、中間検査にあ

っては工事担当課長が中間検査依頼書を提出した日から起算して１４日以内の日

を指定するものとする。 

（検査の立会い）  
第８条 検査は、請負者又はその代理人、監督職員等（規則第１２２条第２項に規

定する監督職員等をいう。以下同じ。）及び担当責任者の立会いのもとに行うもの

とする。ただし、担当責任者の立会いが困難なときは、工事担当課長が指定した担

当責任者相当職の職員に代えることができる。 

（検査の方法）  
第９条 検査職員等は、当該工事の工事請負契約書、工事請負契約約款、仕様書、

設計書及び図面（以下「設計図書」という。）並びに工事記録写真、施工管理記録

その他の関係図書に基づいて、書面検査及び実地検査を適正かつ厳正に行わなけれ

ばならない。  
２ 検査職員等は、工事の実施状況、出来形及び品質について検査し、及びその適

否を判定するものとする。  



３ 検査職員等は、地下、水中その他仕上げ内部等外部から検査を行い難い部分に

ついては、前項の規定によるもののほか、監督職員等、担当責任者又は請負者から

施工の状況を聴くとともに、工事記録写真等の関係図書に基づいて検査することが

できる。  
４ 検査職員等は、特に必要があると認めるときは、工事請負契約に基づき請負者

に対して検査目的物の一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとす

る。この場合において、検査職員等は、当該工事請負契約に基づき、直ちに請負

者に復旧させるとともに、当該検査及び復旧に要する費用を負担させるものとす

る。 

５ 検査職員等は、前項の検査を行うときは、事前に技術管理課長と協議をし、そ

の承認を得るものとする。  
（検査の中止）  
第１０条 検査職員等は、検査の際、請負者又はその代理人若しくは使用人が検査

の執行を妨げて検査を行うことができないときは、検査を中止し、直ちに技術管

理課長に報告するものとする。  
（工事の手直し等）  
第１１条 技術管理課長は、検査職員等が行った検査の結果、その出来形、品質等

が設計図書その他関係書類と相違し、又は不完全であると認められるときは、手直

し工事指示書（様式第７号）により、相当の期間を指定して、補修又は改造を工事

担当課長に指示するものとする。ただし、その補修又は改造の内容が軽易なものに

ついては、口頭により指示することができるものとする。  

２ 工事担当課長は、前項の規定による指示を受けたときは、手直し工事指示書に

より、直ちに検査に係る当該工事の請負者に補修又は改造を指示するものとする。 
３ 工事担当課長は、第１項の規定により指示された手直し工事の完成を確認した

ときは、手直し工事完成報告書（様式第８号）に関係書類を添付して、速やかに、

技術管理課長に提出しなければならない。ただし、口頭により指示されたものに

ついては、この限りでない。 

４ 技術管理課長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、速やかに検

査職員等を選定し、請負者が手直し工事の完成届を提出した日から起算して１４

日以内に、当該手直し工事についての検査を行うものとする。  
５ 前項の検査は、第８条及び第９条の規定の例により行うものとする。  
６ 検査職員等は、検査の結果に基づいて必要があると認めるときは、請負者に対

し施工技術の向上を図るよう指導しなければならない。  

７ 財政部長は、第１項の手直し部分が極めて重大であると認めるときは、当該請

負者に対し、工事に係る注意書（様式第９号）をもって通知するものとする。 

（工事の成績評定）  
第１２条 監督職員等及び担当責任者は工事の完了を確認した後に、検査職員等は



検査完了後に、迅速かつ公正に、当該工事の成績を評定し、工事完成成績評定表

（様式第１０号）及び細目別評定点採点表（様式第１０号の２）又は工事出来形・

中間成績評定表（様式第１１号）を作成しなければならない。 

（検査の報告）  
第１３条 検査職員等は、次の各号に掲げる検査を行なったときは、当該各号に定

める調書を作成し、速やかに、財政部長及び技術管理課長に検査の結果を報告し

なければならない。  
⑴完成検査 工事完成検査調書（様式第１２号）  
⑵出来形検査 工事出来形検査調書（様式第１３号）  

⑶中間検査 中間検査結果調書（様式第１４号）  
２ 前項第１号に定める調書には工事完成成績評定表を、同項第２号及び第３号に

定める調書には工事出来形・中間成績評定表を添付しなければならない。 

（工事の認定）  

第１４条 技術管理課長は、完成検査の完了を確認したときは工事完成認定調書（様

式第１５号）を、出来形検査の完了を確認したときは工事出来形認定調書（様式

第１６号）を作成し、当該工事担当課長に送付するものとする。 

（検査結果の通知）  

第１５条 技術管理課長は、完成検査の結果については工事完成検査評定通知書（様

式第１７号）及び項目別評定点（様式第１７号の２）を、出来形検査の結果につい

ては工事出来形検査評定通知書（様式第１８号）を作成し、当該工事担当課長に送

付するものとする。  

２ 工事担当課長は、前項の規定による通知書の送付を受けたときは、直ちに、当

該通知書をもって当該工事の請負者に通知するものとする。  
（検査事務の整理）  
第１６条 技術管理課長は、工事検査台帳及び工事完成認定調書交付簿を備え、記

録整理するものとする。  
（補則）  
第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１５年１月２７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年６月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年６月２１日から施行する。  
附 則 



 この要綱は、平成１９年５月１４日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  
附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  
附 則  

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、施行日以前に契約した

工事については従前のとおりとする。  

 
 



工 事 完 成 検 査 依 頼 書 

様式第１号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、完成を確認したので検査の実施を依頼します。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日   

着 工 日 年  月  日 完 成 期 限 年  月  日 

完 成 日 年  月  日 完 成 届 出 日 年  月  日 

完 成 確 認 日 年  月  日 監 督 職 員  

備 考  

 

 

工 事 完 成 検 査 実 施 通 知 書 

様式第４号  

                             年  月  日 

様     

                                    印 

次のとおり、完成検査を実施するので通知します。 

検査日時    年  月  日         時  分 

検査職員  

備 考 

 

 

 

 

 



工 事 出 来 形 検 査 依 頼 書 

様式第２号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、出来形を確認したので検査の実施を依頼します。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

出 来 形 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日   

着 工 日 年  月  日 完 成 期 限 年  月  日 

出 来 形 日 年  月  日 出来形届出日 年  月  日 

出来形確認日 年  月  日 監 督 職 員  

備 考  

 

 

工 事 出 来 形 検 査 実 施 通 知 書 

様式第５号  

                             年  月  日 

様     

                                    印 

次のとおり、出来形検査を実施するので通知します。 

検査日時    年  月  日         時  分 

検査職員  

備 考 

 

 

 

 



中 間 検 査 依 頼 書 

様式第３号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、中間検査の実施を依頼します。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日   

着 工 日 年  月  日 完 成 期 限 年  月  日 

監 督 職 員    

検 査 内 容  

 

 

 

 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 間 検 査 実 施 通 知 書 

様式第６号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、中間検査を実施するので通知します。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

契 約 日 年  月  日 

工 期 着工日       年  月  日 

完成期限      年  月  日 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

監 督 職 員  検 査 職 員  

検 査 日 時    年  月  日         時  分 

  

 

 

 

 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 



手 直 し 工 事 指 示 書 

様式第７号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、指示します。 検 査 職 員  

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 

請 負 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日  

完 成 期 限 年  月  日 手 直 し 期 限 年  月  日  

検 査 日 年  月  日 監 督 職 員  

担当課立会人  請負者立会人  

指 示 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



手 直 し 工 事 完 成 報 告 書 

様式第８号 

                             年  月  日 

様     

                      印 

 次のとおり、報告します。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 

請 負 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

検 査 職 員  手 直 し 期 限 年  月  日  

監 督 職 員  手直し完成日  年  月  日  

担当課立会人  
手 直 し 

完 成 届 出 日 
年  月  日  

指 示 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号 

第   号  

                             年  月  日 

様     

 

                                   印  

 

工 事 に 係 る 注 意 書 

 

 貴社の施工した次の工事については、  年 月 日検査したところ契約内容と

著しく相違するため、改善するよう別に指示したところであるが、今回の手直し部

分が極めて重大であるので、このような行為を再び起こさないよう厳重注意する。 

 

 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

請 負 金 額 円 

契 約 日 年  月  日 

着 工 日 年  月  日 

完 成 期 限 年  月  日 

手 直 し 

完 成 届 出 日 
年  月  日 

手直し検査日 年  月  日 

 

 

 

 



様式第１０号                       工 事 完 成 成 績 評 定 表         （工事担当課） ○○○○課 
工事番号     －    － 工 種  完成年月日 年  月  日 検 査 日 年  月  日 

工 事 名  工 期 年  月  日 ～     年  月  日 

工事場所  設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

請 負 者  

考  査  項  目 
監  督  職  員 担  当  責  任  者 検  査  職  員 

氏     名 氏     名 氏     名 

項 目 細   別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ a a' b b' c d e a a' b b' c d e 
1.施工体制 Ⅰ．施工体制一般 ＋1.0 ＋0.5 0 －5.0 －10               

Ⅱ．配置技術者 + 3.0 ＋1.5 0 －5.0 －10               

2.施工状況 Ⅰ．施工管理 ＋4.0 ＋2.0 0 －5.0 －10        ＋5.0  ＋2.5  0 －7.5 －15 

Ⅱ．工程管理 ＋4.0 ＋2.0 0 －5.0 －10 ＋2.0  ＋1.0  0 －7.5 －15        

Ⅲ．安全対策 ＋5.0 ＋2.5 0 －5.0 －10 ＋3.0  ＋1.5  0 －7.5 －15        

Ⅳ．対外関係 + 2.0 + 1.0 0 －2.5 －5.0               

3.出来形 

及び 

出来ばえ 

Ⅰ．出来形 + 4.0 + 2.0 0 －2.5 －5.0        ＋10 ＋7.5 ＋5.0 ＋2.5 0 －10 －20 

Ⅱ．品質 + 5.0 + 2.5 0 －2.5 －5.0        ＋15 ＋12 ＋7.5 ＋4.0 0 －12.5 －25 

Ⅲ．出来ばえ             ＋5.0  ＋2.5  0 －5.0  

4.工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応 ※２      + 20.0   ～     0          

5.創意工夫 Ⅰ．創意工夫    ※３ + 7.0 ～ 0                 

6.社会性等 Ⅰ．地域への貢献等      + 10. + 7.5 + 5.0 + 2.5 0          

加減点合計 （1+2+3+4+5+6）     ±     ．  点        ±      ．  点        ±      ．  点 

評定点 （65 点±加減点合計）  ※１   ①         ．  点   ②           ．  点   ③           ．  点 

評定点計             ※８      点 ○出来形・中間検査がなかった場合（①×0.4＋②×0.2＋③×0.4） 
○出来形・中間検査があった場合（①×0.4＋②×0.2＋④×0.2＋③×0.2） 

④中間・出来形の平均考査点 
        ．  点 

7.法令遵守等            ※７                 点  
 評定点合計            ※８      点 ○ 評定点計（    点） － 法令遵守等（    点） 
8.総合評価 

技術提案 技術提案履行確認※９  履行  不履行  対象外  

所   見     ※５  
[担当課] [担当責任者] [検査職員] 

※１ 65 点 + １.～３.の評定（加減点合計） ＋ ４.～６.の評定（加点合計）  ＝ 評定点 
評定点（①～④）は小数第１位まで記入する。 

※２ 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。 
評価に際しては、監督職員からの報告を受けて担当責任者が評価するものとする。 

※３ 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。 
※４ ４.、５.、６.は加点評価のみとする。また、法令遵守等は、減点評価のみとする。 
※５ 所見は必ず記載する。 
※６ 各考査項目ごとの採点は、考査項目別運用表によるものとし、検査職員の評価に先立ち、監督職員、担当責任者が行う。 
※７ 法令遵守等の評価は、担当責任者が行う。 
※８ 評定点合計は、四捨五入により整数とする。 
※９ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。 



 

様式第１０号の２                       細 目 別 評 定 点 採 点 表            

  工事名   ○○○工事                                 工事番号                         工事担当課    ○○○○課 

項目 細別 ①監督職員 ②担当責任者 
検査職員 

細目別評定点 得点割合 
③中間・出来形（平均） ④完成検査 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 (1.0) ×0.4＋2.9             3.3 点 

3.3%       3.3点             3.3 点中 

  Ⅱ．配置技術者 (3.0) ×0.4＋2.9＝             4.1 点 

4.1%       4.1点             4.1 点中 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 (4.0) ×0.4＋2.9＝     (5.0) ×0.4＋6.5＝ (5.0) ×0.4＋6.5＝ 13.0 点 

13.0%       4.5 点       0.0 点 8.5 点   8.5 点 13.0 点中 

  Ⅱ．工程管理 (4.0) ×0.4＋2.9＝ (2.0) ×0.2＋3.2＝         8.1 点 

8.1%       4.5 点   3.6 点         8.1 点中 

  Ⅲ．安全対策 (5.0) ×0.4＋2.9＝ (3.0) ×0.2＋3.3＝         8.8 点 

8.8%       4.9 点   3.9 点         8.8 点中 

  Ⅳ．対外関係 (2.0) ×0.4＋2.9＝             3.7 点 

3.7%       3.7 点             3.7 点中 

３．出来形 Ⅰ．出来形 (4.0) ×0.4＋2.8＝     (10.0) ×0.4＋6.5＝ (10.0) ×0.4＋6.5＝ 14.9点 

14.9%   及び     4.4 点       10.5 点   10.5 点 14.9 点中 

  出来ばえ Ⅱ．品 質 (5.0) ×0.4＋2.9＝     (15.0) ×0.4＋6.5＝ (15.0) ×0.4＋6.5＝ 17.4 点 

17.4%       4.9 点       12.5 点   12.5 点 17.4 点中 

  Ⅲ．出来ばえ         (5.0) ×0.4＋6.5＝ (5.0) ×0.4＋6.5＝ 8.5 点 

8.5%               8.5 点   8.5 点 8.5 点中 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応   (20.0) ×0.2＋3.3＝         7.3 点 

7.3%         7.3 点         7.3 点中 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 (7.0) ×0.4＋2.9＝             5.7 点 

5.7%       5.7 点             5.7 点中 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等     (10.0) ×0.2＋3.2＝         5.2点 

5.2%           5.2 点         5.2 点中 

7．法令遵守等       (-0.0) ×1.0＝         -0.0 点 

0.0%  ※減点評価（0～-23 点）         -0.0 点           

         
評定点合計 

100 点 

         

100点中 

8．総合評価 

  技術提案 
技術提案履行確認 

    
履行  不履行 対象外 

         

               

 
※ 出来形・中間検査があった場合  （①＋②＋③×0.5＋④×0.5）＝細目別評定点（出来形、中間が２回以上の場合は③を平均する。)  
※ 出来形・中間検査がなかった場合 （①＋②＋④）＝細目別評定点 
※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。 
※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。 
 



 
 

様式第１１号                   工 事 出 来 形・中 間 成 績 評 定 表         （工事担当課） 
工事番号     －    － 工 種  

工 期 年  月  日 ～     年  月  日 
工 事 名  

工事場所  設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

請 負 者  

検 査 日 平成  年  月 日 平成  年  月 日 平成  年  月 日 

検査種類 ○○○検査 ○○○検査 ○○○検査 

考査項目 検査職員 ○○○ 検査職員 ○○○ 検査職員 ○○○ 

項 目 細   別 a a' b b' c d e a a' b b' c d e a a' b b' c d e 
1.施工体制 Ⅰ．施工体制一般                      

Ⅱ．配置技術者                      

2.施工状況 Ⅰ．施工管理 ＋5.0  ＋2.5  0 －7.5 －15 ＋5.0  ＋2.5  0 －7.5 －15 ＋5.0  ＋2.5  0 －7.5 －15 

Ⅱ．工程管理                      

Ⅲ．安全対策                      

Ⅳ．対外関係                      

3.出来形及び出

来ばえ 

Ⅰ．出来形 ＋10 ＋7.5 ＋5.0 ＋2.5 0 －10 －20 ＋10 ＋7.5 ＋5.0 ＋2.5 0 －10 －20 ＋10 ＋7.5 ＋5.0 ＋2.5 0 －10 －20 

Ⅱ．品質 ＋15 ＋12 ＋7.5 ＋4.0 0 －12.5 －25 ＋15 ＋12 ＋7.5 ＋4.0 0 －12.5 －25 ＋15 ＋12 ＋7.5 ＋4.0 0 －12.5 －25 

Ⅲ．出来ばえ ＋5.0  ＋2.5  0 －5.0  ＋5.0  ＋2.5  0 －5.0  ＋5.0  ＋2.5  0 －5.0  

加減点合計 （1+2+3）         ±      ．  点        ±      ．  点        ±      ．  点 

4 .評定点（65 点±加減点合計）※１   ①            ．  点   ②           ．  点   ③           ．  点 

所  見    ※２  

[検査職員] [検査職員] [検査職員] 

 
※１ 65 点 + １.～３.の評定（加減点合計）＝ 評定点   評定点（①～③）は小数第１位まで記入する。 
※２ 所見は必ず記載する。 
 



 工 事 完 成 検 査 調 書 

様式第１２号 

年  月  日                    

 印 

 検査の結果は、次のとおりです。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日 

完 成 期 限 年  月  日 完 成 日 年  月  日 

検 査 日 年  月  日 完 成 金 額 円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

工 事 担 当 課  監 督 職 員  

実 施 状 況 

 
担当課立会人  

評 定 点 点 

検 査 結 果  

 

 

 

備 考  

 

 認定番号  



工 事 出 来 形 検 査 調 書 

様式第１３号 

                         年  月  日                    

印 

 検査の結果は、次のとおりです。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 請 負 金 額 円 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日 

完 成 期 限 年  月  日 出 来 形 日 年  月  日 

検 査 日 年  月  日 出 来 形 金 額 円 

  
出 来 形 

認 定 金 額 
円 

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

工 事 担 当 課  監 督 職 員  

実 施 状 況  
担当課立会人  

評 定 点 点 

検 査 結 果  

 

 

備 考  

 

 出 来 形  



 

中 間 検 査 結 果 調 書 

様式第１４号 

                             年  月  日 

 

                      印 

 検査の結果は、次のとおりです。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 担 当 課  検 査 日 年  月  日 

立

会

者 

担当課職員  

請 負 者  

製 造 業 者  監 理 業 者  

検 査 場 所 
 

 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日 

設 計 金 額 円 完 成 期 限 年  月  日 

請 負 金 額 円 評 定 点 点 

検 査 内 容  

 

 

検 査 結 果  

 

 

 

 



 

工 事 完 成 認 定 調 書 

様式第１５号 

                             年  月  日 

様 

                      印 

 次のとおり、完成を認める。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 完 成 金 額 円 

請 負 金 額 円 評 定 点 点 

監 督 職 員  検 査 職 員  

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日 

完 成 期 限 年  月  日 完 成 日 年  月  日 

完 成 届 出 日 年  月  日 検 査 日 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 



工 事 出 来 形 認 定 調 書 

様式第１６号 

                             年  月  日 

様 

                      印 

 次のとおり、出来形を認める。 

工 事 番 号  工 種  

工 事 名  

工 事 場 所  

設 計 金 額 円 出 来 形 金 額 円 

請 負 金 額 円 
出 来 形 

認 定 金 額 
円 

  評 定 点 点 

監 督 職 員  検 査 職 員  

請 負 者 住所 

商号 

氏名 

契 約 日 年  月  日 着 工 日 年  月  日 

完 成 期 限 年  月  日 出 来 形 日 年  月  日 

出来形届出日 年  月  日 検 査 日 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１７号 

第   号 

                             年  月  日 

様     

                             市 川 市 長 

                              （公印省略） 

 

 

工 事 完 成 検 査 評 定 通 知 書 

 

次のとおり、完成を認めたので通知します。 

 

記 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

請 負 金 額 円 契 約 日 年  月  日 

着 工 日 年  月  日 完 成 期 限 年  月  日 

完 成 日 年  月  日 検 査 日 年  月  日 

工 事 担 当 課  評 定 点 点 

備 考  

 

 

 

 （※）この通知書に異議があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して 14

日以内に、市長に対し、「工事成績評定に係る説明請求書」により、説明を求め

ることができます。



様式第１７号の２ 

項目別評定点 
  

評価項目 細別 細目別評定点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 点 

    3.3 点中 

  Ⅱ．配置技術者  点 

    4.1 点中 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理  点 

    13.0 点中 

  Ⅱ．工程管理  点 

    8.1 点中 

  Ⅲ．安全対策  点 

    8.8 点中 

  Ⅳ．対外関係  点 

    3.7 点中 

３．出来形 Ⅰ．出来形  点 

  及び   14.9 点中 

  出来ばえ Ⅱ．品 質  点 

    17.4 点中 

  Ⅲ．出来ばえ  点 

    8.5 点中 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応  点 

    7.3 点中 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫  点 

    5.7 点中 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等  点 

    5.2 点中 

７．法令遵守等（減点のみ） 

 

 

 工事事故等による減点 

 （0～-20 点） 
 点 

 総合評価項目 
不履行による減点 

 （0～-3 点） 
 点 

評定点合計    点 

  100 点中 

 

工 事 名  

工 事 番 号  

工 事 担 当 課  



 

様式第１８号 

第   号 

                             年  月  日 

様     

 

                             市 川 市 長 

                              （公印省略） 

 

工 事 出 来 形 検 査 評 定 通 知 書 

 

次のとおり、出来形を認めたので通知します。 

 

記 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

請 負 金 額 円 契 約 日 年  月  日 

着 工 日 年  月  日 完 成 期 限 年  月  日 

出 来 形 日 年  月  日 検 査 日 年  月  日 

工 事 担 当 課  評 定 点 点 

備 考  

 

 

 

 （※）この通知書に異議があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して 14

日以内に、市長に対し、「工事成績評定に係る説明請求書」により、説明を求め

ることができます。 


